
大和市告示第１５３号 

大和市市税条例（平成２年大和市条例第１３号）第１５条の２第１項の規定により、次のとおり

個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定する。 

  令和２年１０月１５日 

大和市長 大 木  哲   

 

１ 寄附金を受領する者 

  大和市南林間７丁目１番１５号 

  特定非営利活動法人地域家族しんちゃんハウス 

２ 寄附金の種類 

  特定非営利活動法人地域家族しんちゃんハウスの主たる目的である業務に関連する寄附金（大

和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。） 

３ 寄附金税額控除の対象となる寄附金の支出の期間 

 平成３０年３月１９日から令和５年３月１８日まで 

 

  


